
一
頁

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
救
助
実
施
市
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
内
閣
府
令
第
五
十
七
号
）

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
救
助
実
施
市
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
救
助
実
施
市
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条

災
害
救
助
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
二
項
の
申
請

（
以
下
「
申
請
」
と
い
う
。
）
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
「
申
請
市
」
と
い
う
。
）
を
包
括
す

る
都
道
府
県
と
の
調
整
及
び
連
携
の
状
況
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二

指
定
に
よ
り
当
該
指
定
の
日
以
後
申
請
市
の
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
救
助

に
係
る
組
織
及
び
体
制
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三

法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
災
害
救
助
基
金
の
積
立
て
の
方
法
を
説
明
す

る
書
類

四

救
助
に
関
す
る
関
係
機
関
及
び
日
本
赤
十
字
社
そ
の
他
の
関
係
団
体
と
の

調
整
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
の
基
準
）

第
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
申
請
市
が
次
に
掲
げ
る
基
準
の
全
て
に
適
合
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
と
の
連
携
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ

と
。

二

円
滑
か
つ
迅
速
に
救
助
を
行
う
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

三

円
滑
か
つ
迅
速
に
救
助
を
行
う
た
め
の
必
要
な
財
政
基
盤
を
確
保
し
て
い

る
こ
と
。

四

救
助
に
関
す
る
関
係
機
関
及
び
日
本
赤
十
字
社
そ
の
他
の
関
係
団
体
と
の

連
携
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

（
指
定
の
公
示
）

第
三
条

法
第
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
四
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
救
助
実
施
市
の
長
が
災
害
に
よ
り
救
助
を
継
続
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
救
助
実
施
市

に
係
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
、
指
定
」
と
あ
る
の
は

「
、
指
定
の
取
消
し
」
と
、
「
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
市
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
の
取
消
し
に
係
る
救
助
実
施
市
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
」
と
あ
る
の

は
「
指
定
の
取
消
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
市
（
特

別
区
を
含
む
。
）
が
第
二
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と

き
は
、
再
び
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理

大
臣
は
、
法
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
手
続
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

則

１

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

指
定
（
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
除
く
。
）
の
際
現
に
都
道
府

県
知
事
が
救
助
実
施
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
救
助
に
つ
い
て
は
、

当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
指
定
の
日
以
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
そ
の
救

助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

申
請
は
、
当
分
の
間
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


